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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第63期
第１四半期
累計(会計)期間

第62期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 10,431,767 38,844,446

経常利益（千円） 491,758 1,902,550

四半期（当期）純利益（千円） 281,457 1,030,541

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ －

資本金（千円） 1,706,000 1,706,000

発行済株式総数（千株） 20,214 20,214

純資産額（千円） 13,087,242 13,206,137

総資産額（千円） 21,323,802 20,269,305

１株当たり純資産額（円） 648.43 654.32

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
13.95 51.06

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

１株当たり配当額（円） － 20.00

自己資本比率（％） 61.4 65.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△848,455 1,772,422

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△99,996 △498,482

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
721,359 △663,293

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,862,937 2,090,029

従業員数（人） 323 314

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、該当する会社がないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

５．第62期の１株当たり配当額20円は、東京証券取引所市場第一部上場記念配当２円を含んでおります。
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２【事業の内容】

　当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 323 (304)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

　当社は単一事業部門で営業を行っておりますので、当第１四半期会計期間の仕入実績を商品区分別に示すと、次の

とおりであります。

区分
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

ダイニング用品（千円） 2,719,651

キッチン用品（千円） 3,110,949

サニタリー用品（千円） 1,403,870

収納用品（千円） 1,039,044

シーズン用品他（千円） 959,163

合計（千円） 9,232,680

　（注）１．金額は仕入価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　当社は単一事業部門で営業を行っておりますので、当第１四半期会計期間の販売実績を商品区分別に示すと、次の

とおりであります。

区分
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

ダイニング用品（千円） 2,931,619

キッチン用品（千円） 3,619,134

サニタリー用品（千円） 1,625,453

収納用品（千円） 1,216,613

シーズン用品他（千円） 1,038,945

合計（千円） 10,431,767

　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

  文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

 (1）業績の状況

　当第１四半期のわが国経済は、石油・穀物価格等の高騰に伴う原材料価格の上昇やサブプライムローン問題によ

る金融市場の混乱等により景気の減速傾向を一層強めてまいりました。

　このような状況のもと、当社といたしましては、メーカー各社と協同して売れ筋商品の開発に取り組むとともに、

販売の増強に努めてまいりました。

　その結果、当第１四半期の売上高は104億31百万円となりました。

　品目別売上高につきましては、

「ダイニング用品」は、ステンレスボトル、ポット等の売上高増加により29億31百万円となりました。

「キッチン用品」は、フッ素樹脂加工のフライパン、包丁等の売上高増加により36億19百万円となりました。

「サニタリー用品」は、物干し関連用品、風呂蓋、万歩計等の売上高増加により16億25百万円となりました。

「収納用品」は、多目的棚、押入れ収納用品等の売上高増加により12億16百万円となりました。

「シーズン用品他」は、クーラーボックス、ラップ等の売上高増加により10億38百万円となりました。

　損益面では、売上総利益率の改善と物流関連経費の削減効果等により、営業利益は２億92百万円、経常利益は４億

91百万円、四半期純利益は２億81百万円となりました。

　

　   (2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前四半期純利益４億91百

万円計上し、短期借入金の借入12億円、仕入債務の増加５億11百万円等がありましたが、売上債権の増加６億49百

万円、たな卸資産の増加６億80百万円、法人税等の支払額５億13百万円、配当金の支払額４億03百万円により、前事

業年度末に比べて２億27百万円減少し、18億62百万円となりました。

　当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における営業活動の結果使用した資金は、８億48百万円となりました。

　これは、税引前四半期純利益４億91百万円計上し、仕入債務の増加５億11百万円等がありましたが、売上債権の増

加６億49百万円、たな卸資産の増加６億80百万円、法人税等の支払額５億13百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における投資活動の結果使用した資金は、99百万円となりました。

　これは、有形固定資産の取得93百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における財務活動の結果得た資金は、７億21百万円となりました。

　これは、配当金の支払額４億03百万円と長期借入金の返済74百万円等がありましたが、短期借入金12億円を行っ

たことによるものであります。

　

　   (3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

　   (4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）

(平成20年６月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年８月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,214,480 20,214,480

東京証券取引所

 （市場第一部）

 大阪証券取引所

（市場第一部）

（注）

計 20,214,480 20,214,480 － －

 （注）　完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～

平成20年６月30日
－ 20,214,480 － 1,706,000 － 1,269,000

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －　

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 　31,500 －

権利内容に何ら限定のな

い、当社における標準と

なる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式   20,174,000 201,717 同上

単元未満株式 普通株式　      8,980 － －

発行済株式総数 20,214,480 － －

総株主の議決権 － 201,717 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,300株含まれております。なお、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数23個が含まれておりません。

　

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

中山福株式会社
大阪市中央区島之内一丁

目22番９号
31,500 － 31,500 0.15

計 － 31,500 － 31,500 0.15

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 600 590 625

最低（円） 572 580 544

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。　

　　　役員の異動

　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

　取締役
関東支店長兼岩槻

センター所長　
取締役　 関東支店長　 河澄直己　 平成20年７月28日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から名

称変更しております。

３．四半期連結財務諸表について

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に

重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　 中山福サービス㈱ ㈱ベストコ

  資産基準 　0.2％ 　0.1％

　売上高基準 　0.0％ 　0.0％

　利益基準　 　0.1％   1.1％

　利益剰余金基準 　0.2％ 　0.1％

（注）割合の算出は、会社間における債権債務及び資産に含まれる未実現損益並びに会社間取引の消去後の金額に

よっております。　
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る要約貸借
対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,862,937 2,090,029

受取手形及び売掛金 9,644,110 8,994,728

商品 2,544,715 1,863,780

その他 422,566 457,259

貸倒引当金 △1,705 △1,610

流動資産合計 14,472,625 13,404,188

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,331,770 2,350,281

土地 2,248,396 2,248,396

その他（純額） 289,705 288,945

有形固定資産合計 ※
 4,869,872

※
 4,887,624

無形固定資産 14,139 12,664

投資その他の資産

投資有価証券 1,627,848 1,619,031

その他 435,948 440,916

貸倒引当金 △96,631 △95,118

投資その他の資産合計 1,967,165 1,964,829

固定資産合計 6,851,176 6,865,117

資産合計 21,323,802 20,269,305

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,325,964 4,814,239

1年内返済予定の長期借入金 225,510 300,480

短期借入金 1,200,000 －

未払法人税等 216,995 528,354

賞与引当金 105,018 199,935

その他 660,253 712,011

流動負債合計 7,733,741 6,555,020

固定負債

退職給付引当金 182,002 183,410

役員退職慰労引当金 318,916 322,837

その他 1,900 1,900

固定負債合計 502,818 508,147

負債合計 8,236,559 7,063,168
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る要約貸借
対照表

（平成20年３月31日）

純資産の部

株主資本

資本金 1,706,000 1,706,000

資本剰余金 1,269,020 1,269,020

利益剰余金 9,802,230 9,924,432

自己株式 △12,826 △12,814

株主資本合計 12,764,425 12,886,638

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 322,470 321,904

繰延ヘッジ損益 346 △2,406

評価・換算差額等合計 322,817 319,498

純資産合計 13,087,242 13,206,137

負債純資産合計 21,323,802 20,269,305
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 10,431,767

売上原価 8,551,744

売上総利益 1,880,022

販売費及び一般管理費 ※
 1,587,041

営業利益 292,980

営業外収益

受取利息 320

受取配当金 13,886

仕入割引 178,244

その他 15,036

営業外収益合計 207,488

営業外費用

支払利息 1,863

その他 6,848

営業外費用合計 8,711

経常利益 491,758

特別利益

投資有価証券売却益 12

固定資産売却益 89

特別利益合計 102

特別損失

固定資産除却損 95

特別損失合計 95

税引前四半期純利益 491,765

法人税等 210,307

四半期純利益 281,457
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 491,765

減価償却費 43,299

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,608

賞与引当金の増減額（△は減少） △94,917

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △67,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,407

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,921

受取利息及び受取配当金 △14,207

支払利息 1,863

有形固定資産売却損益（△は益） △89

有形固定資産除却損 95

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △12

売上債権の増減額（△は増加） △649,382

たな卸資産の増減額（△は増加） △680,935

仕入債務の増減額（△は減少） 511,724

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,854

その他 140,548

小計 △344,824

利息及び配当金の受取額 14,633

利息の支払額 △4,627

法人税等の支払額 △513,636

営業活動によるキャッシュ・フロー △848,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △93,379

有形固定資産の売却による収入 571

無形固定資産の取得による支出 △1,701

投資有価証券の取得による支出 △7,923

投資有価証券の売却による収入 71

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 2,888

敷金及び保証金の差入による支出 △114

敷金及び保証金の回収による収入 590

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △74,970

自己株式の取得による支出 △11

配当金の支払額 △403,658

財務活動によるキャッシュ・フロー 721,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △227,092

現金及び現金同等物の期首残高 2,090,029

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,862,937
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1）たな卸資産の評価基準及び評価方法

の変更

通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、主として移動平均

法による原価法によっておりました

が、当第１四半期会計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、主として移

動平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しており

ます。

これによる影響額は軽微でありま

す。

(2）リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に係

る会計処理によっておりましたが、

「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会　会計制

度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始す

る事業年度に係る四半期財務諸表から

適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期会計期間から

これらの会計基準等を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス

・リース取引に係るリース資産の減価

償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

これによる影響額は軽微でありま

す。

なお、リース取引開始日が適用初年

度前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引

き続き採用しております。

【簡便な会計処理】

該当事項はありません。
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【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期会計

期間を含む事業年度の税引前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理

的に見積り、税引前四半期純利益に当該見

積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示しております。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、1,929,062千円であり

ます。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、1,900,068千円であり

ます。

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

運賃荷造費 513,395千円

従業員給与手当 487,201

賞与引当金繰入額 105,018

退職給付費用 45,902

役員退職慰労引当金繰入額 6,482

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,862,937

現金及び現金同等物 1,862,937

（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 　　　　　　　 20,214千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 　　　　　　　　　 31千株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年５月12日

取締役会
普通株式 403,658 20 平成20年３月31日 平成20年６月10日 利益剰余金
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（有価証券関係）

前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 648.43円 １株当たり純資産額 654.32円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 13.95円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（千円） 281,457

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 281,457

期中平均株式数（千株） 20,182

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を引き続き採用しておりますが、リース取引残高が前事業年度末に比べて著しい変動が認

められないため、記載を省略しております。

２【その他】

（剰余金の配当）

平成20年５月12日開催の取締役会において、平成20年３月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または

記録された株主（実質株主含む）に対し、剰余金の配当（期末）を行うことを次のとおり決議しました。

①　配当財産の種類及び帳簿価額の総額 金銭による配当 総額　403,658千円

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項  １株当たり20円

③　当該剰余金の配当がその効力を生ずる日  平成20年６月10日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月12日

中山福株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　裕幸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　嘉章　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中山福株式会社の平

成20年４月１日から平成21年３月31日までの第63期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月

30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、中山福株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。

        ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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